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議案第９号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

 令和元年９月２７日締結の柏原市新庁舎建設工事（令和元年９月２７日可決・

議案第４１号）に関する請負契約を次のとおり変更し、締結する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 変更の内容 

   変更前契約金額 金４，０６６，７００，０００円 

   変更後契約金額 金４，３１６，３６５，９００円 
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議案第１０号 

 

   市道の路線認定について 

 

 市道の路線を次のように認定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 認定する路線 

整理番号 路 線 名 
起       点 重要な 

経過地 終       点 

48 信貴太平寺線 
 雁多尾畑 6333－1地先 

 雁多尾畑 6336－1地先 

 

 

9-105 法善寺 105号線 
 法善寺 3丁目 538－20地先 

 法善寺 3丁目 538－19地先 

 

 

9-106 法善寺 106号線 
 法善寺 1丁目 30－8地先 

 法善寺 1丁目 30－12地先 

 

 

12-49 大県 49 号線 
 大県 4丁目 615－6地先 

 大県 4丁目 615－7地先 

 

13-56 太平寺 56号線 
 太平寺 2丁目 151－15地先 

 太平寺 2丁目 151－13地先 

 

14-26 安堂 26 号線 
 安堂町 967－1地先 

 安堂町 966－2地先 
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議案第１１号 

 

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を本市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第 

４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 住  所   

 

 氏  名   

 

 生年月日   

 

 職  業   
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議案第１２号 

 

   地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

 

 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

 

 （柏原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び柏原市病院事業

の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 次に掲げる条例の規定中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の

２の２第８項」に改める。 

  (1) 柏原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年

柏原市条例第４５号）第６条 

  (2) 柏原市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年柏原市条例第  

４７号）第６条 

 （柏原市監査委員条例の一部改正） 

第２条 柏原市監査委員条例（平成２年柏原市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条中「第２４３条の２第３項」を「第２４３条の２の２第３項」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１３号 

 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改

正について 

 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



柏原市条例第  号 

 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年

柏原市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条各号列記以外の部分中「定める者」を「掲げる者」に、「掲げる額」を

「定める額」に改め、同条に次の１号を加える。 

 (5) 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例に

より実施機関が市長と協議して定める額 

 第１３条第１項第６号中「規則で定める」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例第５条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起

因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。 
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議案第１４号 

 

   非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年柏原市条例第 

１３号）の一部を次のように改正する。 

 別表の３の表中 

 「 

農地利用最適化推進委員    〃 １５０，０００円    〃 

                                 」 

を 

 「 

農地利用最適化推進委員    〃 １５０，０００円    〃         

公益通報相談員        月額 １５，０００円 〃 

産業医            〃 １００，０００円 〃 

保育所医           〃 １６，０００円 〃 

保育所歯科医 〃 １６，０００円 〃 

保健センター管理医 〃 １００，０００円 〃 

学校医 〃 １６，０００円 〃 

学校歯科医 〃 １６，０００円 〃 

学校薬剤師 〃 ６，０００円 〃 

生活保護医療審査医 日額 １４，１００円 〃 

                                 」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１５号 

 

   柏原市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 

 柏原市森林環境譲与税基金条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市森林環境譲与税基金条例 

 

 （設置） 

第１条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号。

次条において「法」という。）第３４条第１項各号に掲げる施策に要する費用

に充てるため、柏原市森林環境譲与税基金（以下「基金」という。）を設置す

る。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税（法第２７条に規定する

森林環境譲与税をいう。）の額に基づき、一般会計歳入歳出予算で定める額と

する。 

 （運用益金の処理） 

第３条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基

金に繰り入れるものとする。 

 （管理） 

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方

法により保管しなければならない。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期

間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するこ

とができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な財

源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６号 

 

   柏原市手数料条例の一部改正について 

 

 柏原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市手数料条例（昭和３２年柏原市条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

 第８条第１号中「住民基本台帳の」の次に「一部の」を加え、同条第３号中

「）」の次に「の交付」を加え、同条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の

１号を加える。 

 (4) 法第１５条の４第１項から第４項までの規定による除票の写し（磁気

ディスクをもって調製した除票に記載されている事項を記載した書類）又

は除票に記載をした事項に関する証明書の交付 １通につき３００円 

 第８条に次の１号を加える。 

 (6) 法第２１条の３第１項から第４項までの規定による戸籍の附票の除票

の写し（磁気ディスクをもって調製した戸籍の附票の除票に記載されてい

る事項を記載した書類）の交付 １通につき３００円 

 第１５条各号列記以外の部分中「。以下この条において「法」という。）の規

定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める額」を「）第２条第７項に規定する個人番号カードの再交付に係る手

数料の額は、１枚につき８００円」に改め、同条各号を削る。 

   附 則 

 この条例中、第８条の改正規定は公布の日から、第１５条の改正規定は公布

の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）附

則第１条第６号の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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議案第１７号 

 

   柏原市こども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 

 柏原市こども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市こども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市こども医療費の助成に関する条例（平成５年柏原市条例第２１号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条の２第１号中「１５歳」を「１８歳」に改める。 

 第２条第１項中「者であって、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律（以下「社会保険各法」

という。）による被扶養者である」を削る。 

 第３条第１項中「国民健康保険法」の次に「（昭和３３年法律第１９２号）」

を加え、「社会保険各法」を「規則で定める社会保険に関する法律（以下「社会

保険各法」という。）」に改める。 

 第６条ただし書中「保護者」の次に「（当該対象者が婚姻している場合は、当

該対象者）」を加える。 

 第９条第１項中「保護者」の次に「（当該受給者が婚姻している場合は、当該

受給者。次条において同じ。）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の柏原市こども医療費の助成に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後に受けた医療について適用する。 
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議案第１８号 

 

   柏原市手話言語条例の制定について 

 

 柏原市手話言語条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市手話言語条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法（昭和４５

年法律第８４号）において手話が言語であると位置づけられたことを踏まえ、

手話への理解の促進及び手話の普及に関して基本理念を定め、市の責務並び

に市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定め

ることにより、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、もって全ての市

民が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「ろう者」とは、手話を主なコミュニケーションの

手段として用いる聴覚障害者をいう。 

 （基本理念） 

第３条 手話への理解の促進及び手話の普及は、ろう者が手話によりコミュニ

ケーションを図る権利を有することを前提に、その権利を尊重することを基

本として行わなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、ろう者が手話を使用しやす

い環境を整備するための施策を推進するものとする。 

 （市民及び事業者の役割） 

第５条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、市が推進する施策に協力す

るよう努めるものとする。 

２ 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい

環境の整備に努めるものとする。 

 （施策の推進） 

第６条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 
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 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策 

 (2) 手話による情報取得に関する施策 

 (3) 手話による意思疎通の支援に関する施策 

(4) 手話を学ぶ機会の確保に関する施策  

２ 市は、前項各号に掲げる施策と市が別に定める障害者の福祉に関する計画

との整合性を図るものとする。 

３ 市は、第１項各号に掲げる施策の推進方針を定めるとともに、見直しを行

うものとする。 

 （教育の場における手話の理解促進） 

第７条 市は、教育の場において、手話を使用することができるものと協力し、

児童及び生徒が手話に親しみ、学ぶ機会の確保を図るものとする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１９号 

 

   柏原市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 柏原市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19



柏原市条例第  号 

 

   柏原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市国民健康保険条例（昭和４２年柏原市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１４条の６中「は、５８０，０００円を超えることができない」を「が、

各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた国民健康保険法施行

令第２９条の７第２項第９号に規定する額を超えるときは、同号に掲げる額を

限度とする」に改める。 

 第１４条の６の１０中「は、１９０，０００円を超えることができない」を

「が、各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた国民健康保険

法施行令第２９条の７第３項第８号に規定する額を超えるときは、同号に掲げ

る額を限度とする」に改める。 

 第１４条の１２中「は、１６万円を超えることができない」を「が、各年度

の保険料の賦課期日の前日において施行されていた国民健康保険法施行令第 

２９条の７第４項第８号に規定する額を超えるときは、同号に掲げる額を限度

とする」に改める。 

 第２０条第１項各号列記以外の部分中「５８０，０００円を」を「第１４条

の６に規定する基礎賦課限度額を」に、「、５８０，０００円」を「、当該賦課

限度額」に改め、同項第２号中「２８０，０００円」を「国民健康保険法施行

令第２９条の７第５項第３号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額」に改め、同項

第３号中「５１０，０００円」を「国民健康保険法施行令第２９条の７第５項

第３号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数に乗じることとされた金額」に改め、同条第４項中      

「５８０，０００円」を「第１４条の６に規定する基礎賦課限度額」に、    

「１９０，０００円」を「第１４条の６の１０に規定する後期高齢者支援金等

賦課限度額」に改め、同条第５項中「５８０，０００円」を「第１４条の６に

規定する基礎賦課限度額」に、「１６万円」を「第１４条の１２に規定する介護
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納付金賦課限度額」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定は、令和２年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、

なお従前の例による。 
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議案第２０号 

 

   柏原市立堅下北スポーツ広場条例の一部改正について 

 

 柏原市立堅下北スポーツ広場条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市立堅下北スポーツ広場条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市立堅下北スポーツ広場条例（平成３０年柏原市条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条第１項中「開場日は」の次に「、」を加え、「とし、開場時間は午前９

時から午後５時まで」を削り、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同

項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ スポーツ広場の開場時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号

に定める時間とする。 

 (1) ４月１日から９月３０日までの日曜日、土曜日又は国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法によ

る休日」という。） 午前８時から午後６時まで 

 (2) ４月１日から９月３０日までの前号に掲げる日以外の日 午前９時か

ら午後６時まで 

 (3) 前２号に掲げる日以外の日 午前９時から午後５時まで 

 第５条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。 

２ グラウンドを使用することができる者は、グラウンドを使用する団体とし

て教育委員会の登録を受けたもの（別表において「登録団体」という。）とす

る。 

 別表備考を次のように改める。 

 備考 

  １ この表における「市内料金」は、登録団体を構成する者のうち、本市

に在住、在勤又は在学する者が半数以上を占めている登録団体に適用し、

「市外料金」は、それ以外の登録団体に適用する。 

  ２ 日曜日、土曜日又は祝日法による休日におけるグラウンドの使用の許

可を受けることができる時間は２時間までとする。ただし、教育委員会

が認める場合はこの限りでない。 
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３ 前項本文に規定する日のグラウンドの使用の許可を受けることができ

る時間の区分は、午前９時から２時間毎の時間とする。ただし、第４条

第２項第１号に掲げる日のグラウンドの使用の許可を受けることができ

る時間の区分は、午前８時から２時間毎の時間とする。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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令和２年２月１９日提出

議案第２１号

　（歳入歳出予算の補正）

令和元年度柏原市一般会計補正予算（第７号）

第１条　　

　予算補正」による。

　令和元年度柏原市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２３，０２５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２８，３９１，１０１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

17 寄 附 金 81,705 100,000 181,705

1 寄 附 金 81,705 100,000 181,705

19 諸 収 入 2,041,306 23,025 2,064,331

5 雑 入 1,440,611 23,025 1,463,636

28,268,076 123,025 28,391,101

2 総 務 費 4,794,857 122,783 4,917,640

1 総 務 管 理 費 4,110,237 122,783 4,233,020

3 民 生 費 12,031,867 242 12,032,109

1 社 会 福 祉 費 5,316,279 242 5,316,521

28,268,076 123,025 28,391,101歳　　出　　合　　計

　２　歳　　出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位：千円）

款 項 計

　１　歳　　入
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令和元年度柏原市一般会計補正予算（第７号）説明書
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歳　　入

金　額

17 寄附金 81,705 100,000 181,705

1 寄附金 81,705 100,000 181,705

1 指定寄附金 81,705 100,000 181,705

1 指定寄附金 100,000 まちづくり応援寄附金

金　額

19 諸収入 2,041,306 23,025 2,064,331

5 雑入 1,440,611 23,025 1,463,636

2 雑入 1,439,912 23,025 1,462,937

1 雑入 23,025 その他雑入

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）１７　寄附金

　　（項）１　寄附金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

（款）１９　諸収入

　　（項）５　雑入 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

2 総務費 4,794,857 122,783 4,917,640 100,000 22,783

1 総務管理費 4,110,237 122,783 4,233,020 100,000 22,783

4 財産管理費 610,447 100,000 710,447 その他

100,000 25 積立金 100,000 6 基金

　　ふるさと基金積立金

5 企画費 47,423 22,783 70,206 22,783

12 役務費 542 2 ふるさと納税推進事業

13 委託料 22,241 　　手数料 542

　　ふるさと納税業務委 22,241

　　託料

区　　分

（款）２　総務費

　　（項）１　総務管理費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
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特定財源 一般財源 金　額

3 民生費 12,031,867 242 12,032,109 242

1 社会福祉費 5,316,279 242 5,316,521 242

1 社会福祉総 1,247,491 242 1,247,733 242

務費 28 繰出金 242 9 国民健康保険事業会計繰出金

  （事業勘定）

　　国民健康保険事業会計（事業

　　勘定）繰出金

区　　分

（款）３　民生費

　　（項）１　社会福祉費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
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議案第２２号

令和元年度柏原市一般会計補正予算（第８号）

　令和元年度柏原市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１８，３１１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２８，９０９，４１２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

　（継続費の補正）

第２条 継続費の補正は、「第２表継続費補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第３条 繰越明許費の補正は、「第３表繰越明許費補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第４条 債務負担行為の補正は、「第４表債務負担行為補正」による。
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令和２年２月１９日提出

　（地方債の補正）

第５条 地方債の補正は、「第５表地方債補正」による。

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

9 地 方 特 例 交 付 金 115,292 2,166 117,458

2 子ども・子育て支援 55,292 2,166 57,458

臨 時 交 付 金

10 地 方 交 付 税 4,600,000 202,437 4,802,437

1 地 方 交 付 税 4,600,000 202,437 4,802,437

12 分 担 金 及 び 負 担 金 212,741 △ 22,042 190,699

1 負 担 金 212,741 △ 22,042 190,699

14 国 庫 支 出 金 4,378,125 120,690 4,498,815

1 国 庫 負 担 金 3,711,240 7,544 3,718,784

2 国 庫 補 助 金 649,815 113,146 762,961

15 府 支 出 金 1,778,051 3,771 1,781,822

1 府 負 担 金 1,244,922 3,771 1,248,693

16 財 産 収 入 28,029 △ 454 27,575

1 財 産 運 用 収 入 24,027 △ 454 23,573

18 繰 入 金 300,000 260,000 560,000

1 基 金 繰 入 金 300,000 260,000 560,000

19 諸 収 入 2,064,331 △ 227,457 1,836,874

5 雑 入 1,463,636 △ 227,457 1,236,179

補 正 額補 正 前 の 額

（単位：千円）

款 項 計

　１　歳　　入
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20 市 債 3,588,685 179,200 3,767,885

1 市 債 3,588,685 179,200 3,767,885

28,391,101 518,311 28,909,412

項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

歳　　入　　合　　計

款
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2 総 務 費 4,917,640 2,171 4,919,811

1 総 務 管 理 費 4,233,020 △ 454 4,232,566

3 戸籍住民基本台帳費 181,827 2,625 184,452

3 民 生 費 12,032,109 46,147 12,078,256

1 社 会 福 祉 費 5,316,521 5,948 5,322,469

2 児 童 福 祉 費 4,549,112 40,199 4,589,311

4 衛 生 費 2,154,850 222,716 2,377,566

1 保 健 衛 生 費 1,117,534 260,000 1,377,534

2 清 掃 費 1,037,316 △ 37,284 1,000,032

7 土 木 費 2,728,803 △ 22,042 2,706,761

2 道 路 橋 り ょ う 費 1,180,250 △ 22,042 1,158,208

8 消 防 費 926,515 △ 3,406 923,109

1 消 防 費 926,515 △ 3,406 923,109

9 教 育 費 2,365,297 272,725 2,638,022

1 教 育 総 務 費 662,346 △ 4,564 657,782

2 小 学 校 費 420,705 185,916 606,621

3 中 学 校 費 369,512 91,373 460,885

28,391,101 518,311 28,909,412歳　　出　　合　　計

　２　歳　　出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　継 続 費 補 正

変　　更 （単位：千円）

総　　額 年　　度 年　割　額 総　　額 年　　度 年　割　額

3 民生費 2 児童福祉費 認定こども園 807,614 平成30年度 0 767,192 平成30年度 0

施設整備事業 令和元年度 665,900 令和元年度 665,900

令和２年度 141,714 令和２年度 101,292

補　　正　　後
款 項 事　業　名

補　　正　　前
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第３表　繰 越 明 許 費 補 正

追　　加

2 総 務 費 1

3 民 生 費 1

9 教 育 費 2

3

総 務 管 理 費

社 会 福 祉 費 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 6,589

小 学 校 費 校 内 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 整 備 業 務 185,916

中 学 校 費 校 内 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 整 備 業 務 91,373

（単位：千円）

款 項 事　　　　　業　　　　　名 金　　　額

52,266プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 業 務
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第４表　債 務 負 担 行 為 補 正

変　　更

13,000千円 16,200千円

事　　　　項

大和川河川敷駐車場出入口警備業務

補　　正　　前 補　　正　　後

限　　　度　　　額
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第５表　地 方 債 補 正

追　　加

借入先

千円

小学校通信ネットワーク
整 備 事 業 債

普通貸借又は
証券発行。た
だし、事業の
進捗状況によ
り起債額の全
部又は一部を
前借りするこ
とができる。

年5.0％以内（ただし、
利率見直し方式で借り
入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資
金について、利率の見
直しを行った後におい
ては、当該見直し後の
利率）

政府・府
銀　　行
そ の 他

30年（据置期間を含む。）以内に元利
均等又は元金均等で、年賦又は半年賦
で償還する。ただし、都合により据置
期間及び償還期限を短縮し、若しくは
繰上償還又は借換えをすることができ
る。

113,100

市 民 文 化 会 館 火 災
受 信 機 更 新 事 業 債

12,800

中学校通信ネットワーク
整 備 事 業 債

53,300

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法
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令和元年度柏原市一般会計補正予算（第８号）説明書

40



歳　　入

金　額

9 地方特例交 115,292 2,166 117,458

付金

2 子ども・子 55,292 2,166 57,458

育て支援臨

時交付金

1 子ども・子 55,292 2,166 57,458

育て支援臨 1 子ども・子育て支 2,166 子ども・子育て支援臨時交付金

時交付金 援臨時交付金

計
節

説　　　　　明
区　　分

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）９　地方特例交付金

　　（項）２　子ども・子育て支援臨時交付金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額
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金　額

10 地方交付税 4,600,000 202,437 4,802,437

1 地方交付税 4,600,000 202,437 4,802,437

1 地方交付税 4,600,000 202,437 4,802,437

1 地方交付税 202,437 普通交付税

金　額

12 分担金及び 212,741 △ 22,042 190,699

負担金

1 負担金 212,741 △ 22,042 190,699

3 土木費負担 28,000 △ 22,042 5,958

金 1 道路橋りょう費負 △ 22,042 信貴太平寺線道路改良に伴う負担金

担金

区　　分

（款）１０　地方交付税

　　（項）１　地方交付税 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明

（款）１２　分担金及び負担金

　　（項）１　負担金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分
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金　額

14 国庫支出金 4,378,125 120,690 4,498,815

1 国庫負担金 3,711,240 7,544 3,718,784

1 民生費国庫 3,708,440 7,544 3,715,984

負担金 2 児童福祉費負担金 7,544 保育所運営費負担金

子育てのための施設等利用給付費負

担金

区　　分

3,213

4,331

（款）１４　国庫支出金

　　（項）１　国庫負担金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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金　額

2 国庫補助金 649,815 113,146 762,961

1 総務費国庫 192,792 2,625 195,417

補助金 2 戸籍住民基本台帳 2,625 個人番号カード交付事業費補助金

費補助金

5 教育費国庫 18,928 110,521 129,449

補助金 1 小学校費補助金 72,751 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費

補助金

2 中学校費補助金 37,770 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費

補助金

区　　分

　　（項）２　国庫補助金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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金　額

15 府支出金 1,778,051 3,771 1,781,822

1 府負担金 1,244,922 3,771 1,248,693

1 民生費府負 1,243,522 3,771 1,247,293

担金 2 児童福祉費負担金 3,771 保育所運営費負担金

子育てのための施設等利用給付費負

担金

金　額

16 財産収入 28,029 △ 454 27,575

1 財産運用収 24,027 △ 454 23,573

入

2 利子及び配 5,154 △ 454 4,700

当金 1 利子及び配当金 △ 454 文化・スポーツ国際交流基金

補正額 計
節

説　　　　　明

補正額 計
節

説　　　　　明

（款）１６　財産収入

　　（項）１　財産運用収入 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額

1,606

2,165

区　　分

補正前の額

（款）１５　府支出金

　　（項）１　府負担金 （単位：千円）

款　　項　　目
区　　分
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金　額

18 繰入金 300,000 260,000 560,000

1 基金繰入金 300,000 260,000 560,000

1 基金繰入金 300,000 260,000 560,000

1 繰入金 260,000 財政調整基金繰入金

金　額

19 諸収入 2,064,331 △ 227,457 1,836,874

5 雑入 1,463,636 △ 227,457 1,236,179

2 雑入 1,462,937 △ 227,457 1,235,480

1 雑入 △ 227,457 その他雑入

（款）１８　繰入金

　　（項）１　基金繰入金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明

（款）１９　諸収入

　　（項）５　雑入 （単位：千円）

区　　分

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分
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金　額

20 市債 3,588,685 179,200 3,767,885

1 市債 3,588,685 179,200 3,767,885

4 教育債 169,000 179,200 348,200

1 小学校債 113,100 小学校通信ネットワーク整備事業債

2 中学校債 53,300 中学校通信ネットワーク整備事業債

5 社会教育債 12,800 市民文化会館火災受信機更新事業債

補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

（款）２０　市債

　　（項）１　市債 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

2 総務費 4,917,640 2,171 4,919,811 2,171

1 総務管理費 4,233,020 △ 454 4,232,566 △ 454

6 国際事業費 694 △ 454 240 その他

△ 454 19 負担金、補 △ 574 1 国際交流事業

助及び交付 　　文化・スポーツ国際 △ 574

金 　　交流事業補助金

25 積立金 120 2 基金

　　文化・スポーツ国際 120

　　交流基金積立金

節
説　　　　　明

区　　分

（款）２　総務費

　　（項）１　総務管理費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
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特定財源 一般財源 金　額

3 戸籍住民基 181,827 2,625 184,452 2,625

本台帳費

1 戸籍住民基 181,827 2,625 184,452 国庫支出金

本台帳費 2,625 19 負担金、補 2,625 2 市民課事務費

助及び交付 　　番号制度関連事務交付金

金

特定財源 一般財源 金　額

3 民生費 12,032,109 46,147 12,078,256 11,315 34,832

1 社会福祉費 5,316,521 5,948 5,322,469 5,948

1 社会福祉総 1,247,733 5,948 1,253,681 5,948

務費 28 繰出金 5,948 10 国民健康保険事業会計繰出金

   （施設勘定）

補正前の額

計
補正額の財源内訳

補正額の財源内訳 節

区　　分

説　　　　　明
区　　分

節
説　　　　　明

補正額 計

（款）３　民生費

　　（項）１　社会福祉費 （単位：千円）

款　　項　　目

　　（項）３　戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額
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特定財源 一般財源 金　額

2 児童福祉費 4,549,112 40,199 4,589,311 11,315 28,884

2 児童保育費 2,681,616 40,199 2,721,815 国庫支出金 28,884

7,544 13 委託料 6,427 1 民間保育園事業

府支出金 19 負担金、補 33,772 　　保育委託料（市内保 3,676

3,771 助及び交付 　　育園）

金 　　保育委託料（他市委 2,751

　　託園）

2 民間保育園助成事業

　　民間保育園運営補助 25,110

　　金

8 子育てのための施設等利用給付

  事業

　　子育てのための施設 8,662

　　等利用給付費

説　　　　　明
区　　分

　　（項）２　児童福祉費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

50



特定財源 一般財源 金　額

4 衛生費 2,154,850 222,716 2,377,566 222,716

1 保健衛生費 1,117,534 260,000 1,377,534 260,000

1 保健衛生総 710,869 260,000 970,869 260,000

務費 28 繰出金 260,000 3 病院事業会計繰出金

　　病院事業会計出資金

特定財源 一般財源 金　額

2 清掃費 1,037,316 △ 37,284 1,000,032 △ 37,284

1 清掃総務費 716,314 △ 37,284 679,030 △ 37,284

19 負担金、補 △ 37,284 6 柏羽藤環境事業組合負担金

助及び交付 　　柏羽藤環境事業組合負担金

金

説　　　　　明

（単位：千円）

計

　　（項）２　清掃費

節
補正前の額

（単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計

（款）４　衛生費

　　（項）１　保健衛生費

補正額の財源内訳

区　　分

補正額の財源内訳
説　　　　　明

款　　項　　目

節

補正額

区　　分
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特定財源 一般財源 金　額

7 土木費 2,728,803 △ 22,042 2,706,761 △ 22,042

2 道路橋りょ 1,180,250 △ 22,042 1,158,208 △ 22,042

う費

3 道路新設改 447,402 △ 22,042 425,360 その他

良費 △ 22,042 13 委託料 △ 3,380 3 信貴太平寺線整備事業

17 公有財産購 △ 18,662 　　修正設計業務委託料 △ 1,380

入費 　　用地鑑定業務委託料 △ 2,000

　　用地購入費 △ 18,662

説　　　　　明
区　　分

（款）７　土木費

　　（項）２　道路橋りょう費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節
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特定財源 一般財源 金　額

8 消防費 926,515 △ 3,406 923,109 △ 3,406

1 消防費 926,515 △ 3,406 923,109 △ 3,406

1 常備消防費 880,608 △ 3,406 877,202 △ 3,406

19 負担金、補 △ 3,406 2 柏羽藤消防組合負担金

助及び交付

金

特定財源 一般財源 金　額

9 教育費 2,365,297 272,725 2,638,022 276,921 △ 4,196

1 教育総務費 662,346 △ 4,564 657,782 △ 4,564

4 学校給食費 331,386 △ 4,564 326,822 △ 4,564

19 負担金、補 △ 4,564 1 藤柏学校給食組合負担金

助及び交付

金

説　　　　　明
補正額の財源内訳 節

（単位：千円）

（款）８　消防費

　　（項）１　消防費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額

（款）９　教育費

説　　　　　明
区　　分

補正額の財源内訳 節
計

補正額 計

　　（項）１　教育総務費

区　　分
款　　項　　目 補正前の額
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特定財源 一般財源 金　額

2 小学校費 420,705 185,916 606,621 185,851 65

2 教育振興費 78,426 185,916 264,342 国庫支出金 65

72,751 13 委託料 185,916 1 小学校教育振興事業

地方債 　　校内通信ネットワーク整備業

113,100 　　務委託料

特定財源 一般財源 金　額

3 中学校費 369,512 91,373 460,885 91,070 303

2 教育振興費 59,901 91,373 151,274 国庫支出金 303

37,770 13 委託料 91,373 1 中学校教育振興事業

地方債 　　校内通信ネットワーク整備業

53,300 　　務委託料

（単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額

（単位：千円）

計 説　　　　　明

節

節

説　　　　　明款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
区　　分

区　　分

　　（項）２　小学校費

補正額の財源内訳

補正額

　　（項）３　中学校費

補正額の財源内訳
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令和２年２月１９日提出

柏 原 市 長　 冨　 宅　 正　 浩

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

議案第２３号

　（歳入歳出予算の補正）

　８，４９３，０９０千円とする。

令和元年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）

第１条　　

　令和元年度柏原市の国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

55



第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

4 繰 入 金 916,180 242 916,422

1 他 会 計 繰 入 金 916,180 242 916,422

6 国 庫 支 出 金 1,815 484 2,299

1 国 庫 補 助 金 1,815 484 2,299

8,492,364 726 8,493,090

1 総 務 費 162,435 726 163,161

1 総 務 管 理 費 99,750 726 100,476

8,492,364 726 8,493,090

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位：千円）

款 項 計

　１　歳　　入

歳　　出　　合　　計

（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

　２　歳　　出
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令和元年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）説明書
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歳　　入

金　額

4 繰入金 916,180 242 916,422

1 他会計繰入 916,180 242 916,422

金

1 一般会計繰 916,180 242 916,422

入金 6 事務費超過負担金 242 事務費超過負担金繰入金

繰入金

計
節

説　　　　　明
区　　分

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）４　繰入金

　　（項）１　他会計繰入金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額
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金　額

6 国庫支出金 1,815 484 2,299

1 国庫補助金 1,815 484 2,299

1 システム開 1,815 484 2,299

発費等補助 1 制度関係業務準備 484 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金

金 事業費補助金

（款）６　国庫支出金

　　（項）１　国庫補助金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

1 総務費 162,435 726 163,161 484 242

1 総務管理費 99,750 726 100,476 484 242

1 一般管理費 98,012 726 98,738 国庫支出金 242

484 13 委託料 726 1 一般管理費

　　国保システム改修委託料

（款）１　総務費

　　（項）１　総務管理費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分
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　令和元年度柏原市の国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第１表歳入予算補正」によ

令和２年２月１９日提出

議案第２４号

　（歳入予算の補正）

　る。

令和元年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）補正予算（第１号）

第１条　　
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第１表　歳 入 予 算 補 正

1 診 療 収 入 7,440 △ 1,766 5,674

1 外 来 収 入 7,440 △ 1,766 5,674

3 諸 収 入 4,549 △ 4,182 367

2 雑 入 4,548 △ 4,182 366

4 繰 入 金 0 5,948 5,948

1 他 会 計 繰 入 金 0 5,948 5,948

11,994 0 11,994歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位：千円）

款 項 計

　１　歳　　入
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令和元年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）補正予算（第１号）説明書
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歳　　入

金　額

1 診療収入 7,440 △ 1,766 5,674

1 外来収入 7,440 △ 1,766 5,674

1 診療報酬 7,440 △ 1,766 5,674

1 現年度分 △ 1,766 診療報酬

金　額

3 諸収入 4,549 △ 4,182 367

2 雑入 4,548 △ 4,182 366

1 雑入 4,548 △ 4,182 366

1 雑入 △ 4,182 その他雑入

説　　　　　明
区　　分

区　　分

（単位：千円）

節

（款）３　諸収入

　　（項）２　雑入

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計

歳入補正予算事項別明細書

（款）１　診療収入

　　（項）１　外来収入 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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金　額

4 繰入金 0 5,948 5,948

1 他会計繰入 0 5,948 5,948

金

1 一般会計繰 0 5,948 5,948

入金 1 繰入金 5,948 一般会計繰入金

節
説　　　　　明

区　　分

（款）４　繰入金

　　（項）１　他会計繰入金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
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第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 ８３８，５７５千円は、消費税及び地方消費

は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 ４１，７８６千円、過年度損益勘定留保資金 ２９，１１１千円及び当年度損益

　勘定留保資金　７６７，６９４千円 で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

議案第２５号

令和元年度柏原市下水道事業会計補正予算（第１号)

　（総則）

令和元年度柏原市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第１条

　（業務の予定量の補正）

　「７３９，６８９　千円」、「３２，０１６　千円」を「３３，７３２　千円」に改める。

　（資本的収入及び支出の補正）

第２条 令和元年度柏原市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第４号中「７３７，９７３ 千円」を

税資本的収支調整額 ４１，６３１千円、過年度損益勘定留保資金 ２９，１１１千円及び当年度損益勘定留保資金

７６７，８３３千円 で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 ８３８，５９１千円
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　第１款　資本的収入

第１項

　第１款　資本的支出

第１項

補　正　後

令和２年２月１９日提出

2,094,331千円 1,716千円 2,096,047千円

流 域 下 水 道 事 業 ３１，５００千円 ３３，２００千円

限　度　額
起　債　の　目　的

補　正　前

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

（　科　目　） （ 既決予定額 ） （ 補正予定額 ） （　計　）

824,500千円

　（企業債の補正）

第４条 予算第６条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

739,403千円 1,716千円

826,200千円

収 入

1,255,756千円 1,700千円 1,257,456千円

建 設 改 良 費

企 業 債

741,119千円

支 出

1,700千円
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収　　入 （単位　千円）

備　　考

1 資 本 的 収 入 1,255,756 1,700 1,257,456

1 企 業 債 824,500 1,700 826,200

1 企 業 債 824,500 1,700 826,200

支　　出 （単位　千円）

備　　考

1 資 本 的 支 出 2,094,331 1,716 2,096,047

1 建 設 改 良 費 739,403 1,716 741,119

4 建 設 負 担 金 32,016 1,716 33,732

補　　正　　予　　算　　実　　施　　計　　画

計

資　本　的　収　入　及　び　支　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額

計款 項 目 既決予定額 補正予定額
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　　　（単位  千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益　 79,209

減価償却費 1,232,866

貸倒引当金の増減額 122

賞与引当金の増減額 1,697

退職給付引当金の増減額 3,547

長期前受金戻入額 △ 538,271

支払利息 305,122

固定資産除却費 11

業務活動に伴う未収金の増減額 △ 5,872

業務活動に伴う未払金の増減額 △ 53,736

その他流動負債の増減額 △ 45,198

小計 979,497

利息の支払額 △ 305,122

業務活動によるキャッシュ・フロー 674,375

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 735,300

無形固定資産の取得による支出 △ 30,667

国庫補助金等による収入 71,889

受益者負担金等による収入 21,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 672,505

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,109,584

建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 △ 1,871,302

他会計からの出資による収入 337,836

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 423,882

４ 資金増減額 △ 422,012

５ 資金期首残高 468,151

６ 資金期末残高 46,139

令和元年度柏原市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）
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       （単位  千円）

１

(１)

イ 土 地 1,186,892

ロ 建 物 311,183

減 価 償 却 累 計 額 △ 73,988 237,195

ハ 構 築 物 35,891,692

減 価 償 却 累 計 額 △ 5,676,071 30,215,621

ニ 機 械 及 び 装 置 2,062,643

減 価 償 却 累 計 額 △ 684,833 1,377,810

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 739

減 価 償 却 累 計 額 △ 333 406

へ 建 設 仮 勘 定 62,788

33,080,712

(２)

イ 施 設 利 用 権 3,019,430

ロ 電 話 加 入 権 1,882

3,021,312

36,102,024

２

(１) 46,139

(２) 221,895

△ 237 221,658

267,797

36,369,821資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

貸 倒 引 当 金

流 動 資 産 合 計

未 収 金

無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

令和元年度柏原市下水道事業予定貸借対照表

（令和２年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計
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３

(１)

建設改良費等の財源に

充てるための企業債 15,577,835

15,577,835

(２)

イ 退 職 給 付 引 当 金 39,458

39,458

15,617,293

４

(１)

建設改良費等の財源に

充てるための企業債 1,568,268

1,568,268

(２) 202,660

(３)

イ 賞 与 引 当 金 17,712

17,712

(４) 1,828

　 1,790,468

５

(１) 18,429,944

△ 3,117,311

15,312,633

32,720,394

６ 2,810,298

７

(１)

イ 国 庫 補 助 金 573,295

ロ その他資本剰余金 721

574,016

(２)

イ 265,113

265,113

839,129

3,649,427

36,369,821

収 益 化 累 計 額

負 債 合 計

繰 延 収 益 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

剰 余 金

繰 延 収 益

資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金

イ

企 業 債 合 計

未 払 金

引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

負 債 資 本 合 計

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

長 期 前 受 金

預 り 金

流 動 負 債 合 計

企 業 債

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

企 業 債

イ

企 業 債 合 計

引 当 金

引 当 金 合 計
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収　　入 （単位  千円）

区      分 金     額

1 企 業 債 824,500 1,700 826,200

1 企 業 債 824,500 1,700 826,200

企 業 債 1,700 流域下水道事業債

支　　出 （単位  千円）

区      分 金     額

1 建 設 改 良 費 739,403 1,716 741,119

4 建 設 負 担 金 32,016 1,716 33,732

負 担 金 1,716 流域下水道建設負担金

項 目
節

説        明既決予定額 補正予定額 計

説        明

資　本　的　収　入　及　び　支　出

項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

補  　正　  予　  算　  基　  礎　  資　  料
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　次のとおり補正する。

　第１款　資本的収入

第３項

収 入

令和元年度柏原市市立柏原病院事業会計予算（以下「予算」という。）第４条本文括弧書を削り、資本的収入の予定額を

（ 補正予定額 ） （　計　）

柏 原 市 長 　冨　 宅　 正　 浩

令和２年２月１９日提出

681,815千円260,000千円421,815千円

第３条 予算第８条中「６０，０００千円」を「３２０，０００千円」に改める。

60,000千円出 資 金 260,000千円 320,000千円

　（他会計からの出資金の補正）

第２条

（　科　目　）

議案第２６号

令和元年度柏原市市立柏原病院事業会計補正予算（第２号)

　（総則）

令和元年度柏原市市立柏原病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。第１条

　（資本的収入の補正）

（ 既決予定額 ）
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収　　入 （単位：千円）

備　　考

1 資 本 的 収 入 421,815 260,000 681,815

3 出 資 金 60,000 260,000 320,000

1 出 資 金 60,000 260,000 320,000

補　　正　　予　　算　　実　　施　　計　　画

資　本　的　収　入

目 既決予定額 補正予定額 計款 項
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1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 △ 278,369

減価償却費 272,739

長期前払消費税償却額 21,038

資本費繰入収益 △ 77,382

貸倒引当金の増加額 3,400

賞与引当金の増加額 11,165

退職給付引当金の増加額 9,576

長期前受金戻入額 △ 112,431

支払利息 81,642

固定資産除却損 6,289

未収金の増加額 △ 24,399

未払金の増加額 83,081

貯蔵品の減少額 1,100

△ 2,551

利息の支払額 △ 81,642

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 84,193

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 119,978

国庫補助金等による収入 1,852

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 241,697

投資活動によるキャッシュ・フロー 123,571

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入 179,200

建設改良企業債の償還による支出 △ 433,015

一時借入金の増減額 100,000

他会計からの出資による収入 320,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 166,185

4 資金増加（減少）額 205,563

5 資金期首残高 239,255

6 資金期末残高 444,818

令和元年度柏原市市立柏原病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位：千円）

　　　   小　　　　　計
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千円 千円 千円 千円

1

ア 土 地 273,757

イ 建 物 7,611,563

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,026,292 4,585,271

ウ 車 両 3,197

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,037 160

エ 器 械 備 品 2,173,127

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,697,843 475,284

オ リ ー ス 資 産 3,900

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,854 46

カ 建 設 仮 勘 定 0

5,334,518

ア ソ フ ト ウ ェ ア 10,818

10,818

ア 長 期 前 払 消 費 税 135,441

135,441

5,480,777

2

444,818

689,640

△ 20,767 668,873

12,624

1,126,315

6,607,092

貸 倒 引 当 金

(3) 貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

投資その他の資産合計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

有 形 固 定 資 産 合 計

(2) 無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

令和元年度柏原市市立柏原病院事業予定貸借対照表

（令和２年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産
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千円 千円 千円 千円

3

ア
建設改良等の財源に
充てるための企業債 3,731,050

3,731,050

ア 退 職 給 付 引 当 金 805,321

805,321

4,536,371

4

ア
建設改良等の財源に
充てるための企業債 419,139

419,139

ア 賞 与 引 当 金 166,595

166,595

1,200,000

453,835

4,970

2,244,539

5

ア 長 期 前 受 金 6,094,796

長期前受金収益化
累 計 額 △ 5,372,520

722,276

7,503,186

(1) 繰 延 収 益

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

(4) 未 払 金

(5) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

企 業 債 合 計

(2) 引 当 金

引 当 金 合 計

(3) 一 時 借 入 金

(2) 引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

(1) 企 業 債

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

(1) 企 業 債

企 業 債 合 計
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千円 千円 千円 千円

6 1,207,261

7

ア 他 会 計 負 担 金 119,800

イ 受 贈 財 産 評 価 額 6,098

ウ 寄 附 金 6,050

131,948

ア 当年度未処理欠損金 2,235,303

△ 2,235,303

△ 2,103,355

△ 896,094

6,607,092

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

(2) 利 益 剰 余 金

資　　本　　の　　部

資 本 金
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収　　入 （単位：千円）

区      分 金     額

3 出 資 金 60,000 260,000 320,000

1 出 資 金 60,000 260,000 320,000

出 資 金 260,000 一般会計からの出資金

補  　正　  予　  算　  基　  礎　  資　  料

資　本　的　収　入

項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説        明
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